
高齢社会対策を総合的に講じていくため、以下
の点に留意することとしている。
①�　内閣府、厚生労働省その他の地方公共団体
を含む関係行政機関の間において緊密な連
携・協力を図るとともに、施策相互間の十分
な調整を図ること。
②�　大綱を実効性のあるものとするため、各分
野において「数値目標」及び「参照指標」を
示すこと。また、政策評価、情報公開等の推
進により、効率的かつ国民に信頼される施策
を推進すること。
③�　「数値目標」とは、高齢社会対策として分
野別の各施策を計画的かつ効果的に進めてい
くに当たっての目標として示すものであるこ
と。短期的な中間目標として示すものについ
ては、その時点の達成状況を踏まえ、一層の
推進を図ること。「参照指標」とは、我が国
の高齢社会の状況や政策の進捗を把握し、課
題の抽出、政策への反映により、状況の改
善、展開を図るためのものであること。
④�　エビデンスに基づく政策形成の推進を図る
こと。このため、高齢化の状況及び高齢社会
対策に係る情報の収集・分析・評価を行うと
ともに、これらの情報を国民に提供するこ
と。
⑤�　施策の推進状況の検証・評価を踏まえ、必
要な改善を行うための仕組みの構築を図るこ
と。
⑥�　高齢社会対策の推進について広く国民の意
見の反映に努めるとともに、国民の理解と協
力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育
を実施すること。
⑦�　地方公共団体において、地域の企業・団体、
NPO、個人等の多様な主体との連携を密にし、
地域の特性を活かしたきめ細かな施策の展開
ができるよう後押しすること。

なお、大綱については、政府の高齢社会対策
の中長期的な指針としての性格に鑑み、経済社
会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途
に必要があると認めるときに、見直しを行うこ
ととしている。

4　高齢社会対策関係予算

高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、
学習・社会参加、生活環境、研究開発・国際展
開等という広範な施策にわたり、着実な進展を
見せている。一般会計予算における関係予算を
見ると、令和7年度においては24兆9,285億円
となっている。これを分野別に見ると、就業・
所得分野14兆1,589億円、健康・福祉分野10兆
7,285億円、学習・社会参加分野31億円、生活
環境分野368億円、研究開発・国際展開等分野
12億円となっている。

5　総合的な推進のための取組

（1）全世代型社会保障制度の構築に向けて
「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和4
年12月）において示された全世代型社会保障
の基本理念、改革の方向性及びその後の状況の
変化を踏まえつつ、働き方に中立的な社会保障
制度等の構築、医療・介護制度等の改革、「地
域共生社会」の実現に向けて取り組むべき課題
を、「時間軸」に沿ってより具体化・深化させ
た「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋
（改革工程）」（令和5年12月閣議決定）に沿っ
た取組を進めるため、令和7年度においては、
6月に全世代型社会保障構築会議を、11月に
全世代型社会保障構築本部を開催し、取組の検
討状況のフォローアップを行った。また、これ
までの政党間での協議を尊重しつつ、国民の受
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益と負担に深く関わる「給付付き税額控除」や
「食料品の消費税率ゼロ」を含めた「社会保障
と税の一体改革」について、国民の皆様にも見
える形で、丁寧かつスピード感をもって検討を
進めるため、令和8年2月には、政府と一定の
共通理解を持つ政党が共同で、社会保障国民会
議を立ち上げた。

（2）ユニバーサル社会の実現に向けて
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総
合的かつ一体的に推進することを目的としたユ
ニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的
かつ一体的な推進に関する法律に基づき、令和
6年度に政府が講じたユニバーサル社会の実現
に向けた諸施策の実施状況を令和7年8月に取
りまとめ、公表した。
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